
質問項目 質問内容 回答

1
委託業務仕様書
別記２「著作権等取扱特記事項」
第１～第３

印刷製本物のうち研修で使用するテキストのみ著作権の譲渡を不
可能としたいのですが、可能かどうかお伺いしたいです。また、付
随して第３条「印刷製本物等の内容を受託者の承諾なく自由に公
表することができ」についてもテキストのみ公表不可能にできるか
否かについてお伺いしたいです。
＜補足＞
その他の成果物（チラシ、受講者リスト、アンケート、報告書等）に
ついての著作権譲渡は可能でございます。

著作権の取扱いは仕様書別記２のとおりであり、著作権譲渡を可
能とする条件で、研修で使用するテキスト等を作成してください。
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